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平成25年4月1日から新しい佐賀広域消防局がスタートします
新
し
い
佐
賀
広
域
消
防
局
と
は
･
･
･

新
し
い
佐
賀
広
域
消
防
局
で
は
･
･
･

　

佐
賀
中
部
広
域
連
合
管
内
（
佐
賀
市
、
多
久
市
、

小
城
市
、
神
埼
市
、
吉
野
ヶ
里
町
）
の
、
佐
賀
広
域

消
防
局
と
神
埼
地
区
消
防
本
部
が
統
合
し
、
新
し
い

佐
賀
広
域
消
防
局
と
な
り
、
佐
賀
中
部
広
域
連
合
に

お
け
る
消
防
に
関
す
る
事
務
（
消
防
団
と
水
利
に
関

す
る
事
務
を
除
く
）
を
行
い
ま
す
。

※
統
合
に
関
し
て
は
神
埼
地
区
消
防
事
務
組
合
発
行

の
「
火
の
見
や
ぐ
ら
」
に
も
掲
載
し
ま
す
。

○
総
務
や
予
防
な
ど
の
本
部
業
務
は
佐
賀
広
域

消
防
局
で
行
い
ま
す
。

○
消
防
へ
の
申
請
や
届
け
出
な
ど
の
窓
口
業
務

は
、
今
ま
で
ど
お
り
各
消
防
署
で
行
い
ま
す

が
、
一
部
変
更
に
な
る
部
分
が
あ
り
ま
す
の

で
、
最
寄
り
の
消
防
署
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

○
火
災
・
救
急
通
報
な
ど
の
「
１
１
９
番
」
は
、

こ
れ
ま
で
神
埼
地
区
消
防
本
部
指
令
室
で
対

応
し
て
い
た
、
神
埼
市
、
吉
野
ヶ
里
町
、
佐

賀
市
三
瀬
村
も
、
佐
賀
広
域
消
防
局
の
通
信

指
令
室
で
対
応
し
ま
す
。
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広域化による効果！

●本部業務の集約により、現場活動要員の充実

を図ります！

●「119番」通報を一括して受信し、現場に最

も近い消防車や救急車が出動します！ 

●吉野ヶ里町と多久市に出張所を新設します！

●複数の場所で同時に発生した災害にも迅速な

対応が可能になります！

●大規模災害時に、初めから必要な消防車や救

急車の出動が可能になります！

広域化前 広域化後 広域化前 広域化後
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部隊の増隊
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●これまで管轄が違うことで出動できなかった災害にも
直近の消防署から出動が可能となります。

●災害現場に最も近い消防車や救急車が出動することで
現場到着時間が短縮されます。

●災害が多発した場合にも他の消防署から出動するた
め迅速な対応が可能となります。

●複数の消防署から出動することで、消防車や救急車
の増強がスムーズに行えます。

◎問い合わせ先　
　佐賀中部広域連合内　常備消防広域化検討委員会事務局（佐賀広域消防局 総務課内）
　☎33－6763　ＦＡＸ31－2119
　〒849-0915　佐賀市兵庫町大字藤木947番地2
　ホームページ：http://www.bunbun.ne.jp/sagafi re/kentou/index.html



9 市報かんざき 2012.11月号

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
お
よ
び
神
埼
市
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
の
方

ま
た
は
他
の
医
療
保
険
の
加
入
者
の
方
へ

医
療
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
世
帯
の
負
担
を
軽
減
す
る

〈
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
〉の
お
知
ら
せ

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制

度
と
は
？

他
の
医
療
保
険
（
協
会
け
ん
ぽ
・
健
保
組

合
・
共
済
等
）
加
入
者
の
支
給
申
請
は
？ 

支
給
要
件
・
支
給
額
は
？

対
象
者
は
？

　

医
療
と
介
護
の
両
方
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
て
い
る
世
帯
の
負
担
を
軽
減
す
る
も
の

で
、
世
帯
内
の
各
医
療
保
険
の
加
入
者
の
方

が
、
１
年
間
に
支
払
っ
た
医
療
保
険
と
介
護

保
険
の
自
己
負
担
額
を
合
計
し
、
基
準
額
を

超
え
た
場
合
に
、
そ
の
超
え
た
金
額
を
支
給

す
る
も
の
で
す
。

※
医
療
費
ま
た
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
自
己

負
担
額
の
い
ず
れ
か
が
０
円
の
場
合
、
支

給
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　

平
成
24
年
度
に
つ
い
て
は
、
世
帯
内
の
医

療
保
険
の
加
入
者
の
方
が
、
一
年
間（
毎
年
８

月
～
翌
年
７
月
）に
支
払
っ
た
医
療
・
介
護
保

険
の
自
己
負
担
額
が（
別
表
）の
基
準
額
を
超

え
る
場
合
に
そ
の
超
え
た
額
を
支
給
し
ま
す
。

　

支
給
の
対
象
と
な
る
方
に
は
、
12
月
中
に

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
お
知
ら
せ
が
届
い
た
場

合
、
神
埼
市
役
所
の
医
療
担
当
窓
口
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

☆
平
成
23
年
８
月
か
ら
平
成
24
年
７
月
末
ま

で
の
間
に
、
次
に
該
当
さ
れ
る
方
は
、
申

請
の
対
象
と
な
る
旨
の
お
知
ら
せ
が
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
市
町
を
越
え
る
転
居
を
さ
れ
た
方

・
他
の
医
療
保
険
制
度
か
ら
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
移
ら
れ
た
方

・
高
額
療
養
費
や
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

支
給
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
ら
を

差
引
い
た
自
己
負
担
額
で
計
算
し
ま
す
。

・
同
世
帯
で
あ
っ
て
も
、
加
入
し
て
い
る
医

療
保
険
が
異
な
る
場
合
は
、
別
々
に
計
算

し
ま
す
。

・
70
歳
未
満
の
人
は
、
１
カ
月
に
同
一
医
療

機
関
ご
と
、
入
院
、
通
院
ご
と
、
診
療
科

ご
と
に
２
１
，
０
０
０
円
以
上
と
な
っ
た

自
己
負
担
額
の
み
合
算
対
象
と
し
ま
す
。

・
食
費
、
居
住
費
、
差
額
ベ
ッ
ト
代
な
ど
は

合
算
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

・
算
定
さ
れ
た
支
給
額
が
５
０
０
円
以
下
の

場
合
、
支
給
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

支給例（【別表】の所得区分Ⅱの方の場合）

※申請により差額の約29万円が支給されることとなります。

  ※１

国
民
健
康
保
険
税
の
算
定
の
基
礎
と
な

る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
が
６
０

０
万
円
を
超
え
る
世
帯 

  ※２

国
民
健
康
保
険
（
70
歳
以
上
）、
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
加
入
者
で
、
医
療
費
の

負
担
割
合
が
３
割
の
人　
　
　

  ※３

世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の
人
（
区

分
Ⅰ
以
外
の
人
）

  ※４

世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
で
、
そ
の

世
帯
の
各
所
得
が
必
要
経
費
・
控
除
（
年

金
所
得
は
控
除
額
80
万
円
）
を
差
し
引

い
た
と
き
に
０
円
に
な
る
人

【別表】 ◆支給額を計算する際の基準額（自己負担限度額） 
　※平成23年８月から平成24年７月末までの分を合算します。

所得区分
後期高齢者医療
＋介護保険　　 国民健康保険＋介護保険

75歳以上 70 ～ 74歳 70歳未満
上位所得者

※１ ― ― 126万円

現役並み所得者
※２ 67万円 67万円 ―

一    般 56万円 56万円 67万円

世帯全員が
市民税非課税

区分Ⅱ
※３ 31万円 31万円

34万円区分Ⅰ
※４ 19万円 19万円

　

加
入
さ
れ
て
い
る
医
療
保
険
へ
の
申
請
と

な
り
ま
す
。
そ
の
際
に
介
護
保
険
の
自
己
負

担
額
証
明
書
が
必
要
で
す
の
で
、
ま
ず
証
明

書
の
交
付
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。（
発

行
ま
で
に
約
１
ヶ
月
か

か
り
ま
す
。）

◎
受
付
・
問
い
合
わ
せ
先 

　
【
医
療
保
険
（
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
）
に
つ
い
て
】

　

神
埼
市
役
所　

市
民
課 

　

☎
３
７

－

０
１
１
５

　
【
介
護
保
険
に
つ
い
て
】

　

神
埼
市
役
所 

高
齢
障
が
い
課　

　

☎
３
７

－

０
１
１
１　
　

　

佐
賀
中
部
広
域
連
合 

給
付
課　

　

☎
４
０

－

１
１
３
４
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　『
子
供
た
ち
が〝
学
校
給
食
が
ま
ず
い
〞と
言
っ
て
い
る
。市
長
は
ど
う
思
う
か
？ 

』

　
「
今
年
は
、
学
校
給
食
共
同
調
理

場
が
建
設
さ
れ
て
美
味
し
い
給
食
が

食
べ
ら
れ
る
と
喜
ん
で
い
た
子
供
た

ち
が
、『
全
く
美
味
し
く
な
い
』
と
、

不
満
を
言
っ
て
い
ま
す
。
市
長
は
、

ど
う
思
い
ま
す
か
」
と
の
質
問
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

学
校
給
食
共
同
調
理
場
の
建
設

は
、市
内
の
学
校
給
食
形
態
の
統
一
・

均
衡
化
を
図
る
と
同
時
に
効
率
化
、

及
び
、
新
鮮
な
食
材
を
求
め
た
地
産

地
消
に
よ
る
健
全
な
給
食
を
児
童
生

徒
に
ひ
と
し
く
提
供
す
る
た
め
に
、

約
10
億
円
弱
の
多
額
の
事
業
費
に
よ

り
建
設
し
た
も
の
で
、
神
埼

市
が
合
併
す
る
と
き
に
目
指

し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
り
ま

す
。

　

今
年
７
月
の
共
同
調
理
場

完
成
へ
の
経
緯
に
は
、
こ
れ

ま
で
の
神
埼
町
、千
代
田
町
、

お
よ
び
脊
振
町
の
学
校
給
食

の
あ
り
方
に
差
異
が
あ
っ
た

た
め
、
統
一
化
へ
の
協
議
に

は
多
く
の
意
見
や
異
論
が
出

さ
れ
た
こ
と
と
、
沢
山
の
時

間
を
要
し
た
こ
と
を
聞
き
及

ん
で
お
り
ま
す
。
ま
た
、
直

接
、私
あ
て
に
意
見
や
苦
言
、

要
請
を
受
け
た
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
市

民
（
保
護
者
）
の
方
々
が
い

か
に
学
校
給
食
に
つ
い
て
の
関
心
が

高
い
も
の
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
共
同
調
理
場
は
、
衛
生
環

境
の
完
全
化
と
給
食
の
安
全
性
を
強

く
求
め
た
も
の
で
、Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ（
ハ

セ
ッ
プ
）
方
式
を
導
入
し
た
調
理
場

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
近
年
、

ア
レ
ル
ギ
ー
を
持
つ
児
童
生
徒
が
多

く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ア
レ
ル

ギ
ー
食
専
門
の
調
理
室
を
備
え
る
な

ど
学
校
給
食
の
完
全
化
を
願
い
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

＊
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
方
式
と
は
･
･
･

　

食
品
の
衛
生
管
理
シ
ス
テ
ム
の
国

際
標
準
で
、
危
害
分
析
・
重
要
管
理

点
方
式
の
こ
と
。
食
品
に
関
し
て
最

終
製
品
（
出
来
上
が
り
品
）
の
検
査

だ
け
で
は
な
く
、
食
材
の
受
け
入
れ

か
ら
調
理
、
配
送
ま
で
の
す
べ
て
の

工
程
に
お
い
て
、
危
害
の
発
生
を
防

止
す
る
た
め
の
重
要
ポ
イ
ン
ト
を
継

続
的
に
監
視
、
記
録
す
る
衛
生
管
理

手
法
の
こ
と
。

　

更
に
、
共
同
調
理
場
の
新
築
を
契

機
に
調
理
に
係
る
職
員
の
心
構
え
の

引
き
締
め
と
新
た
な
職
員（
臨
時
等
）

募
集
を
行
う
な
ど
、
児
童
生
徒
へ
の

安
全
安
心
と
美
味
し
い
給
食
の
提
供

を
行
う
た
め
の
体
制
づ
く
り
も
心
が

け
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
子
供
た
ち
に
提

供
す
る
給
食
へ
の
思
い
を
持
っ
て
望

ん
で
き
た
学
校
給
食
共
同
調
理
場
の

運
営
に
当
っ
て
、
多
く
の
不
満
と
苦

情
を
い
た
だ
く
と
は
思
っ
て
も
い
な

か
っ
た
こ
と
で
す
。

第
一
の
意
見
「
味
（
塩
分
）
が
薄
い
」

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
学
１

年
生
か
ら
中
学
３
年
生
ま
で
の
年
齢

幅
が
あ
っ
て
、
し
か
も
一
番
激
し
い

成
長
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
部
科

学
省
に
お
い
て
児
童
生
徒
１
人
１
回

当
た
り
の
学
校
給
食
摂
取
基
準
が
定

め
ら
れ
て
お
り
、
調
理
に
使
用
さ
れ

る
塩
分
の
量
も
小
学
生
（
低
学
年
・

中
学
年
・
高
学
年
の
３
段
階
に
区
分
）

と
中
学
生
で
４
段
階
に
区
分
さ
れ
る

と
の
こ
と
で
し
た
。
一
般
に
今
日
、

塩
分
お
よ
び

糖
分
と
も
に

控
え
め
の
調

理
方
法
が
求

め
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
薄

味
の
た
め
に

食
べ
ら
れ
な

８
月
21
日
〜
29
日
「
市
長
と
語
る
会
」

市
長　

松
本　
茂
幸

意
見
、
提
案
を
受
け
て　

②

意
見
、
提
案
を
受
け
て　

②

い
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
分
量
を

誤
っ
て
い
る
の
か
、
こ
の
区
分
か
ら

し
て
低
学
年
の
調
味
料
の
分
量
で
調

理
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。

　

実
際
の
調
理
現
場
に
尋
ね
て
み
る

と
、
塩
分
量
を
誤
っ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
低
学
年
の
塩
分
濃
度
で
調

理
を
行
っ
て
い
た
の
で
、
塩
味
が
薄

い
と
の
苦
情
、
指
摘
を
受
け
た
と
の

こ
と
で
し
た
。
現
在
は
小
学
校
中
学

年
の
基
準
を
持
っ
て
調
理
す
る
よ
う

に
改
善
し
た
の
で
、
生
徒
か
ら
の
苦

情
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で

す
。

　

こ
こ
で
、
私
も
初
め
て
認
識
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
子
供
た
ち
の

年
齢
に
応
じ
た
塩
分
の
平
均
摂
取
量

が
示
さ
れ
て
お
り
、
各
人
そ
の
と
お

り
の
摂
取
が
出
来
れ
ば
良
い
の
で
す

が
、
一
度
に
集
団
的
に
調
理
す
る
こ

と
か
ら
、
一
人
ひ
と
り
に
つ
い
て
の

差
異
は
仕
方
な
い
こ
と
で
す
。
で
す

か
ら
、
調
理
さ
れ
た
給
食
の
各
自
の

食
事
量
に
よ
っ
て
、
そ
の
摂
取
量
を

満
た
し
て
も
ら
う
こ
と
と
な
っ
て
い

る
こ
と
で
す
。
塩
分
に
つ
い
て
摂
取

量
と
そ
の
食
事
量
を
あ
ら
わ
し
て
み

る
と
、
次
の
表
の
と
お
り
の
数
値
と

な
り
ま
す
。

　

以
上
の
内
容
か
ら
、
児
童
生
徒
に

は
必
ず
残
す
こ
と
な
く
食
べ
て
も
ら

い
た
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
児
童

生
徒
は
各
人
体
位
や
運
動
量
が
異
な
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夜の市長室
どんなことでも構いません。
　　皆さまの声をお聞かせください！

　10月の神埼市役所開催分には、１人が来庁され
ました。
◎問い合わせ先　
　神埼市役所　市長公室　☎37－0088

　○今後の予定

と　き と こ ろ

11月６日（火） 千代田支所

12月４日（火） 脊振支所
　18：00～20：00（１組30分程度）

※当日は、来庁順で受け付けを行います。
※お住まいの地区に関係なくお越しいただけます。

り
ま
す
の
で
、
適
切
な
摂
取
量
を
全

て
満
た
す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
ま
す

か
ら
、
そ
の
過
不
足
分
に
つ
い
て
は

各
家
庭
で
の
朝
食
お
よ
び
夕
食
に
お

い
て
補
い
、
調
整
を
お
願
い
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
知
り
ま
し

た
。
各
児
童
生
徒
の
摂
取
量
に
つ
い

て
は
家
庭
で
の
食
事
に
十
分
な
配
慮

と
調
理
を
お
願
い
し
、
子
供
た
ち
の

健
全
な
発
育
を
願
う
も
の
で
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
、
個
人
の
嗜
好
の
範
囲
で
の

“
美
味
し
さ
、
不
味
さ
”
に
対
応
す

る
こ
と
は
、
三
千
食
を
一
同
に
調
理

す
る
こ
と
か
ら
難
し
い
こ
と
で
す
の

で
、
理
解
を
お
願
い
し
た
い
も
の
で

す
。

第
二
の
意
見
「
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
は

全
く
出
来
て
い
な
い
」

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
食
物

ア
レ
ル
ギ
ー
を
持
つ
児
童
生
徒
さ

ん
へ
の
対
応
を

す
る
べ
く
ア
レ

ル
ギ
ー
調
理
室

を
設
置
し
て
い

ま
す
の
で
、
二

学
期
の
配
食
と

同
時
に
ア
レ
ル

ギ
ー
食
の
給
食
が
出
来
る

こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま

し
た
が
、
出
来
て
お
ら

ず
、
お
許
し
を
お
願
い
し

ま
す
。
一
日
も
早
く
喜
ん

で
も
ら
え
る
よ
う
に
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
只
今
、
遅
れ
な
が

ら
も
、
共
同
調
理
場
で
は

各
学
校
と
の
協
議
を
通
じ

て
情
報
の
収
集
に
努
め
て

お
り
、
保
護
者
と
の
面
談

の
後
、
最
終
的
に
対
応
方

法
を
決
定
し
て
い
き
た
い

と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
の

で
、
今
し
ば
ら
く
待
っ
て

い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

今
後
の
課
題

　

10
月
1
日
か
ら
15
日
ま
で
の
10
日

間
の
給
食
の
状
況
を
見
て
感
じ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
ご
飯
の

食
事
量
が
学
校
に
よ
っ
て
異
な
り
、

食
べ
残
し
の
量
が
大
き
な
差
異
が
あ

る
こ
と
で
す
。
10
日
間
の
一
人
の
平

均
食
べ
残
し
量
は
、神
埼
小（
35
ｇ
）、

西
郷
小（
７
ｇ
）、仁
比
山
小（
31
ｇ
）、

東
部
小
（
13
ｇ
）、中
部
小
（
18
ｇ
）、

西
部
小
（
10
ｇ
）、神
埼
中
（
29
ｇ
）、

千
代
田
中
（
３
ｇ
）
と
な
っ
て
い
ま

す
。
中
学
校
を
見
る
と
神
埼
は
千
代

田
の
10
倍
近
い
量
の
ご
飯
の
食
べ
残

し
が
あ
る
こ
と
で
す
。
小
学
校
で
は

神
埼
及
び
仁
比
山
が
多
く
、
な
ぜ
な

の
か
、
原
因
が
分
か
れ
ば
と
思
い
ま

▼学校給食摂取基準に基づく１人1回当たりの平均摂取量およびエネルギー量
塩　　分 食事量比 エネルギー量 食事量比

小学生
低学年 2ｇ/日未満 0.80 560ｋcal 0.85
中学年 2.5ｇ/日未満 1.00 660ｋcal 1.00
高学年 3ｇ/日未満 1.20 770ｋcal 1.17

中　学　生 3ｇ/日未満 1.20 850ｋcal 1.29
小学生中学年（３・４年生）を基礎として調理されているため、中学生は小学生中
学年の1.2倍の量を食べないと塩分摂取量を満たさないこととなります。また、エネ
ルギー量を満たすには、1.29倍の量が必要です。

す
。
児
童
生
徒
を
お
持
ち
の
家
庭
で

は
、
是
非
と
も
考
え
て
い
た
だ
き
た

い
事
象
で
す
。
一
つ
一
つ
課
題
を
見

出
し
、
検
討
と
研
究
を
重
ね
、
改
善

に
努
め
た
い
。

　

要
す
る
に
、
子
供
た
ち
が
喜
ん
で

給
食
を
い
た
だ
き
、
健
全
な
健
康
体

位
に
育
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
う
も

の
で
す
か
ら
、施
設
整
備
の
充
実
と
、

調
理
場
に
働
く
全
職
員
が
子
供
た
ち

の
こ
と
を
最
優
先
に
考
え
て
完
全
な

昼
食
（
給
食
）
を
提
供
で
き
る
よ
う

な
献
立
、
調
理
に
努
め
る
よ
う
、
教

育
委
員
会
と
と
も
に
指
導
を
し
て
い

き
た
い
。
皆
さ
ん
か
ら
、
お
気
づ
き

の
点
、
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
ら
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
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災
害
情
報
を
よ
り
確
実
に

①
電
話
案
内
サ
ー
ビ
ス

　

☎
５
１

－

１
２
６
０
に
電
話
を
か

け
る
と
放
送
さ
れ
た
内
容
が
確
認

で
き
ま
す
。

※
通
話
料
が
か
か
り
ま
す
。

②
ぶ
ん
ぶ
ん
テ
レ
ビ
で
の
テ
ロ
ッ
プ

表
示

　

ぶ
ん
ぶ
ん
テ
レ
ビ
に
加
入
さ
れ

て
い
る
方
は
、
市
民
チ
ャ
ン
ネ
ル

（
11
チ
ャ
ン
ネ
ル
）
で
テ
ロ
ッ
プ

や
デ
ー
タ
放
送
で
の
緊
急
情
報
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
防
災
メ
ー
ル
の
配
信

　

携
帯
電
話
ま
た
は
パ
ソ
コ
ン
の

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
事
前
に
登
録

し
て
い
た
だ
く
と
緊
急
情
報
を

メ
ー
ル
で
配
信
し
ま
す
。

※
登
録
方
法
は
「
防
災
メ
ー
ル
登
録

方
法
」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

④
防
災
W
E
B
︵
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︶

の
開
設

　

放
送
さ
れ
た
内
容
や
防
災
に
関
す

る
情
報
が
確
認
で
き
ま
す
。

防
災
メ
ー
ル
登
録
方
法

︻
登
録
方
法　

そ
の
１
︼

　

携
帯
電
話
に
バ
ー
コ
ー
ド
リ
ー

ダ
ー
機
能
が
あ
る
場
合
は
左
側
の

「
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
」
か

ら
ア
ク
セ
ス
し
、

案
内
に
従
い
登
録

し
て
く
だ
さ
い
。

　︻
登
録
方
法　

そ
の
２
︼

　

左
記
へ
ア
ク
セ
ス
し
、
登
録
し
て

く
だ
さ
い
。

h
ttp
://w

w
w
.b
o
u
sa
i.c
ity.

kanzaki.saga.jp/m
ail/pub/

　

返
信
メ
ー
ル
が
受
信
で
き
な
い
時

は
、
着
信
拒
否
の
設
定
『
ド
メ
イ
ン
指

定
受
信
』（bousai.city.kanzaki.

saga.jp

）
の
確
認
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

　
『
ド
メ
イ
ン
指
定
受
信
』
の
設
定

方
法
は
各
端
末
会
社
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先　

　

神
埼
市
役
所　

防
災
危
機
管
理
課

　

☎
３
７

－

０
１
０
４

ご
み
は
自
分
の
地
区
の
集
積
場
へ

　

最
近
、
自
分
の
地
区
以
外
の
ご
み

集
積
場
に
ご
み
を
出
し
て
い
る
と
の

苦
情
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

地
区
の
ご
み
集
積
場
は
、
地
区
が

管
理
し
て
い
ま
す
。
各
地
区
か
ら
指

定
ご
み
袋
に
入
れ
て
出
さ
れ
る
家
庭

ご
み
を
回
収
す
る
場
所
で
あ
り
、
公

共
の
ご
み
箱
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

自
分
の
地
区
以
外
の
集
積
場
に
ご

み
を
出
し
た
り
、
ル
ー
ル
違
反
の
ご
み

を
捨
て
る
こ
と
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

◆
お
詫
び
と
訂
正
◆

　

市
報
か
ん
ざ
き
10
月
号
３
ペ
ー

ジ「
蜂
の
活
動
が
激
し
い
季
節
で
す
」

と
い
う
記
事
の
一
部
に
誤
り
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
こ
に
お
詫
び
し
て
訂
正

い
た
し
ま
す
。

︻
誤
︼

　

蜂
は
、
11
月
中
旬
に
は
死
ん
で
し

ま
い
ま
す
が
、
今
の
時
期
は
毒
性

が
強
く
攻
撃
的
で
す
の
で
、
注
意

を
お
願
い
し
ま
す
。

︻
正
︼

　

蜂
は
、
今
の
時
期
は
毒
性
が
強
く

攻
撃
的
で
す
の
で
、
注
意
を
お
願

い
し
ま
す
。

※
一
部
の
蜂
は
越
冬
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

神
埼
市
役
所　

保
健
環
境
課

　

☎
３
７

－

０
１
１
２

　

防
災
行
政
無
線
の
補
完
機
能
で
放
送
内
容
が
確
認
で
き
ま
す
。

県住宅リフォーム緊急助成事業
申請受付中！

　自ら居住する持ち家を県内の施工業者（県内に住所を
有する個人事業者または県内に本店を有する法人事業
者）を利用してリフォームを行う場合に、工事費用の一
部が助成されます。申請にあたっては、申請書類等の事
前審査を受ける必要があります。
　工事着工前の申請のみ補助対象となりますので、既に
着工されている場合は、補助対象となりません。
○事前審査（祝日を除く、毎週月・木曜日）
　　　  　
　　　　　　　   　 

　
○申請受付終了日（予定）　12月20日（木）
※受付期間内でも申請額が予算に達した場合は、
　受付を終了します。

○補助の主な要件
・補助対象住宅のリフォーム工事に要する費用が

50万円（税含む）以上を対象とします。
・県助成額の上限は最大で40万円、市内業者によ

る施工の場合は、さらに市独自の助成額（上限
10万円）が加算されます。

・補助事業については、遅くとも平成25年３月10
日までに実績報告書を提出していただく必要が
あります。

※詳しくは、神埼市のホームページをご覧になる
か、お問い合わせください。

◎問い合わせ先
　神埼市役所　建設課　　 ☎37－0103
　　　　　　　商工観光課 ☎37－0107

◆と　き　月曜日　　 ９：00 ～ 11：30
　　　　　木曜日　　13：30 ～ 16：00
◆ところ　神埼市役所（本庁舎）２階
　　　　　西側通路（建設課前）


